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１．鍛造業における実践型教育訓練の展開  

 

鍛造業における実践型教育訓練は、以下に示している「訓練実施計画の策定」、「訓練の

実施」、「職業能力評価」の順に展開します。 

 

１－１．訓練実施計画の策定 

 

企業が本教育訓練に取り組むに当たっては、

現場の即戦力となる人材、他社でも正社員と

して通用する人材に育成するための訓練内容、

訓練期間、職業能力の評価の方法その他訓練

の実施に関し必要な事項について、座学等（以

下「Ｏｆｆ－ＪＴ1」という。）を担当する教

育訓練機関等と十分に協議したうえで、訓練

実施計画を策定します。 

このとき、企業において求められる人材像

や必要とする職業能力を明確化した上で訓練

目標を設定し、その目標を具体化するため、

教育訓練機関におけるＯｆｆ－ＪＴと企業の

現場における実習等（以下「ＯＪＴ2」という。）

とが相互に密接な関連を持つように訓練カリ

キュラムや訓練計画予定表を作成します。 

ここで策定した訓練実施計画、訓練カリキ

ュラム及び訓練計画は、実践型人材養成シス

テムの実施計画認定申請書の添付書類となり

ます。  

 

 

 

 

 

 
1  

Ｏｆｆ-ＪＴ：off-the-job trainingの略  
2   

ＯＪＴ：on-the-job trainingの略 

目的 
＜必要性・効果･期待等＞ 

↓  

企業の生産活動や業務内容の分析・ 

必要な人材像の明確化 

↓  

人材育成の方針 

↓  

鍛造業における実践型教育訓練 

 訓練実施計画の策定 （Plan）  

 訓練目標の設定 

<訓練の目標としての人材（職種）・能力の種類とレベル> 

(図3 実施計画認定申請書の添付書類の作成例(1)) 

 

 訓練カリキュラムの設定 

<職種・職務・職能・業務・技術内容等> 

訓練時間の設定 

<訓練期間（日数・時間数）・開設時期等> 

(図4 実施計画認定申請書の添付書類の作成例(2)) 

 

 訓練計画予定表の策定 

(図5 実施計画認定申請書の添付書類の作成例(3)) 

 

↓ 

 訓練の実施 (Do)  

↓ 

 職業能力評価 (Check)  

↓ 

 訓練の改善 (Action)  

 

図１  教育訓練の展開 
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１－２．訓練の実施 

 

ＯＪＴを教育訓練機関におけるＯｆｆ－ＪＴと相互に密接な関連を持って効果的に

運営するため、ＯＪＴのための指導体制や指導環境を整備するとともに、実施状況や職

業能力の習得状況を適宜把握し、訓練参加者の学習意欲の高揚に留意しながら計画的な

実施に努める必要があります。  

なお、ＯＪＴは、企業や職場の風土、環境、労働条件、職務内容、作業内容等を基に

必要となる人材を育成するための職業訓練として行われるものであり、一様に設定でき

るものではありませんので、個々の状況に応じた実施方法を組み立てるようにします。 

 

１－３．職業能力評価  

 

職業能力の評価は、訓練参加者が職業訓練により習得した職業能力を測定することで

あり、①職業訓練や業務への動機付け、②職業訓練内容や指導方法等の改善、③職業訓

練により習得した職業能力の証明などを目的として行われ、評価シートは(社)日本鍛造

協会で作成致しました。 

 

２．訓練実施計画の策定 

  

鍛造業における実践型教育訓練は、企業に

おける雇用関係の下で実際に仕事をしなが

ら行うＯＪＴと教育訓練機関等におけるＯ

ｆｆ－ＪＴを組み合わせて実施します。  

職業訓練における指導業務とは、訓練参加

者に対して行う直接の指導だけではなく、そ

の前段階として必要な「計画・準備」、そし

て直接の「指導」が終わった後の「評価」、

「改善」といった一連のプロセスを含みます。  

訓練計画は、人材育成の目的及び訓練目標

に基づき作成するものであり、訓練目標を達

成するため、ＯＪＴ及びその裏付けとなるＯｆｆ－ＪＴで実施する職務、作業、教科

目等の内容を具体化し、必要時間を考慮しながら、訓練内容、カリキュラム、訓練計

画等を設定します。  

 

 

図２ 職業訓練におけるＰＤＣＡ 
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２－１．求められる人材像と職業能力 

 

現場の即戦力となる人材を育成するにあたり、企業の生産活動や業務内容の現状を分

析するとともに、必要となる人材像を明確にしながら、人材育成における目的及び訓練

目標を設定します。  

また、ＯＪＴを適切に進行するためには、育成・指導に関する長期的視野に立った共

通の考え方を育成・指導方針として整理し、ＯＪＴ関係者の意思統一を図ることが必要

です。  

企業が、現在あるいは近い将来どのような職業能力をもった人を必要としているのか、

生産活動や業務内容を推進する人材の核となる職業能力は何か、この職業能力を附与す

るキャリアルートが想定できるか、どのような内容に関する教育訓練を求めているのか､

どのような問題が訓練によって解決できるのかといったことなどを分析し把握し、この

結果をもとに、訓練目標を設定します。 

この訓練目標には、①養成する人材の活躍が期待される自社又は他社の業務又は事業

部門、②訓練を行う生産活動や業務内容の業種又は職種、③職務又は作業並びにその裏

付けとなる知識に関し訓練により習得できる職業能力の内容及び水準を記述します。  

次に、訓練目標を達成するためにどのような内容でどの程度の水準の訓練を実施した

らよいか、訓練カリキュラム及び訓練時間を決定します。  

設定した訓練目標は、実施計画認定申請書の添付書類「実践型人材養成システム実施

計画」に記載します。（図３実施計画認定申請書の添付書類作成例（１）「実践型人材

養成システム実施計画」の「６ 教育訓練目標」参照）  

 

２－２．訓練カリキュラムの設定  

 

訓練カリキュラムは、訓練目標を具体化するための方法を示すものであり、訓練指導

の運用及び管理を前提に検討します。具体的には、指導する内容・順序・時間・評価等

の進め方を明確にします。いくつかの分野についてはモデルカリキュラム（別添１）が

作成されておりますので参照してください。  

訓練は、企業において行うＯＪＴと教育訓練機関等において行うＯｆｆ－ＪＴに分け

られます。したがって、訓練目標を達成するためには訓練の全体をみながら、訓練効果

を勘案し、総訓練時間がどのくらい必要かを検討する必要があります。これについては、

訓練計画予定表と併せて検討します。  
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参 考 ① 
訓練カリキュラムに記述する職務名又は

教科名を検討する際には、「技能検定に係

る技能検定試験の試験科目及びその範囲

（職業能力開発促進法施行規則（昭和44年

10月01日 労働省令第24号）：別表第十三

は２級、別表第十三の二は３級）」（参考資

料：参考１及び参考５参照）が参考になりま

す。  

「技能検定に係る技能検定試験の試験科

目及びその範囲」はあくまでも参考ですの

で、企業の生産活動の形態や業種の内容

によっては該当しない場合があることを考慮

して、各企業の業務内容、状況、環境等に

応じて、適宜、職務名又は教科名を抽出し

てください。 

参 考 ② 
訓練内容を検討する際に「何を、どのく

らい、どの順序で訓練するか」を具体的に

明記すると、ＯＪＴに役立てることができ

ます。その例を参考資料の参考３「訓練内

容詳細作成例」に示します。この書類は提

出書類ではありませんが、訓練計画の際に

参考にしてください。 

（１）職務又は教科の設定  

訓練カリキュラムに示すＯＪＴの職務名は、

別紙「能力ユニット及び職務遂行のための基準

項目一覧」より選定し「様式６ ジョブ・カー

ド〔評価シート〕記入し、訓練を行います。Ｏ

ｆｆ-ＪＴの教科名は別添１の通りです。 

特にＯＪＴについては、企業における職務又

は作業を分析し、その結果、訓練において指導

すべき作業の要素、それに関連する知識の項目、

訓練参加者に課す仕事（プロジェクト）を考慮

して選び出します。  

設定した職務名又は教科名は、実施計画認定

申請書の添付書類「教育訓練カリキュラム」に記載

し、また、それぞれの職務名又は教科名に係る具体的な訓練内容を記載します。（図４

実施計画認定申請書の添付書類作成例（２）「教育訓練カリキュラム」の「職務名又は

教科名」及び「職務又は教科の内容」参照）。  

訓練内容は、おおよその内容とその順序がわ

かるように記述することが望まれますが、実施

計画認定申請書の添付書類では、内容について

の順序を明記する必要はありません。  

 

（２）訓練期間及び総訓練時間数 

(社)日本鍛造協会としては、鍛造業における実践型教育訓練の期間を６ヶ月（４３０

時間）と定め、鍛造協会が実施するスクーリング（座学）９０時間、実習３４０時間の

カリキュラムを設定致しました。（Ｐ８別添１） 

但し、実習（ＯＪＴ）内容に関しては、各企業の形態によって職務の重点項目が異な

ってくるため、別紙「実習訓練項目一覧」より各社に適した内容を選択して計画を立案

します。 

 

（３）ＯＪＴにおける訓練内容 

ＯＪＴの訓練内容は、実際の現場で行う通常の生産活動や業務内容を考慮しながら検

討します。  

この訓練において考慮すべき点は次のとおりです。  

①  正しい作業方法と作業手順、さらに労働安全衛生に関する内容を含め、正しい作

業態度、特に正しい姿勢及び動作の習得につとめること。  
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②  周到な準備、段取り、前処理、前加工等や終了後の整理整頓を含むものであるこ

と。  

③  いくつかの要素的な技能を組み合わせたもの、数人の共同作業を必要とする作業

となるもののうちから適宜選択すること  

④  能率的、経済的な方法で行うが、安全な方法であること  

⑤  労働を尊重し、同僚と協力して働く態度の醸成に心がけること  

 

（４）Ｏｆｆ－ＪＴにおける訓練内容  

Ｏｆｆ－ＪＴの訓練内容は、企業でのＯＪＴを補完する基本的な知識や技能、企業に

とって能力要素として必要であるがＯＪＴでは習得できない知識や技能などを学ぶこ

とを目的として、(社)日本鍛造協会が教育内容を定めました。  

 

２－３．訓練計画予定表の作成  

 

訓練計画では、「いつ、だれが、どこで、何を（どのような内容）、どのような順序

で教えるか」を明確にし、１日単位、週単位等、どのようにＯＪＴとＯｆｆ－ＪＴを実

施するか検討します。  

ここでは、6ヶ月で実施するＯＪＴとＯｆｆ－ＪＴの計画を事例として紹介します。  

「２－２．訓練カリキュラムの設定」で設定した「職務名又は教科名」の項目をもと

に訓練計画予定表を作成します。どの教科をいつ、どのくらいの期間で実施するかを検

討し、実施する時期を明記します。ここでは、縦軸に訓練をする項目、横軸に実施期間

を月ごとに記述し、訓練を実施する時期を網掛けしています。  

各教科目の実施時期は、訓練の内容によって「簡単なものから複雑なものへ」あるい

は、「基礎的なものから応用的なものへ」と進むよう考慮する必要があります。  

また、ＯＪＴとＯｆｆ－ＪＴの関係や配列にも配慮が必要となります。 

学科と実技は内容と時間を関連付けることが必要です。例えば、学科と実技を交互に

実施したり、実技を実施する前に一括して学科を実施したりするなど、教科の内容にあ

わせて検討します。  

Ｏｆｆ-ＪＴの訓練時期や時間が教育訓練機関において予め設定されている場合は、

ＯＪＴの計画をＯｆｆ－ＪＴの計画にあわせる必要があります。  
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        実践型人材養成システム実施計画 
 
 

１．訓練コース名      鍛工品製造業実践人材養成コース 

 

２．教育訓練実施機関  実施等(OJT)：○○○○株式会社 

                 座学等(Off－JT)：社団法人日本鍛造協会 

 

３．教育訓練期間    平成 20 年４月１日～９月 30 日 

 

４．教育訓練時間     ４３０時間    うち OJT                340 時間 

                             Off－JT(教育訓練機関)  90 時間 

 

５．訓練の対象者数     ○人 

 

６．教育訓練目標 

次の教育訓練のねらいを実現することにより、将来、当社の鍛造現場の中核とな

る人材を育成する。 

（１）鍛造の歴史や社会的意義、用途などについて理解を深め、今後鍛造業に

関わる者としての責任と誇りを持たせる。 

（２）鍛造を行うにあたり必須となる技能・技術についての基本的な知識を身に

つける。 

（３）鍛造業を行うにあたり必要となる資格を目指し、実務に役立たせる。 

（４）鍛造についての理解を深める。 

 

７．座学等及び実習等で習得する技能並びにこれに関する知識又は職務の範囲 

座学等により鍛造に必要な基本的な技能及び知識を習得し、その上にたって、

鍛造現場での作業遂行に係る実践的な技能及び知識を習得する。 

 

８．教育訓練カリキュラム 

別添１の通り 

 

９．訓練計画予定 

別添２の通り 

 

10．職業能力の評価の方法 

    別添３の通り 

 

作成担当  ○○○○株式会社         ○○ ○○  印 
 

      社団法人日本鍛造協会 会長 ○○ ○○  印 

 
 
 

図３ 実施計画認定申請書の添付書類作成例（１）「実践型人材養成システム実施計画」 

 
 

３ 教育訓練期間 

「２－３．訓練計画の設定」で決定

した訓練期間を記載します。  

４ 教育訓練時間 

「２－２．訓練カリキュラムの設定」

で決定した訓練時間数を記載しま

す。 
※３、４とも「実施計画認定申請書」の

第１の項と同じ内容となります。 

６ 教育訓練目標 

「２－１．求められる人材像と職

業能力」で決定した教育訓練目

標の概要を記載します。  

７ 座学等及び実習等で習得する技能並

びにこれに関する知識又は職務の範囲 

「２－２．訓練カリキュラムの設定」

で決定した到達目標・訓練内容

の概要を記載します。  

１０ 職業能力の評価の方法 

「４．職業能力評価」で決定した

職業能力の評価の方法を記載し

ます。 
※「実施計画認定申請書」の第３の

項と同じ内容となります。  
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図４ 実施計画認定申請書の添付書類作成例（２）「教育訓練カリキュラム」 

 別添１ 
 

 教 育 訓 練 カ リ キ ュ ラ ム 
 

 

 

教育訓練コース名 ： 鍛工品製造業実践人材養成コース 

 

 

実
践
型
人
材
養
成
シ
ス
テ
ム
の
内
容 

O
J
T
 

職 務 名 職 務 の 内 容 訓練時間  

 
実習ガイダンス 

鍛造作業の概要、企業実習の心

得 
10 

 

 安全衛生実習 
安全衛生ルールの理解と遵守、安

全衛生活動の推進 
10  

 環境保全実習 環境保全の理解及び実施 10  

 
鍛造作業実習 

加熱作業の理解、段取り及び実作

業、ハンマ型鍛造作業の理解と段

取り及び実作業 

110 
 

 
仕上げ作業実習 

コイニング作業の理解と段取り及

び実作業 
100 

 

 検査作業実習 受入れ検査、試打検査 100  

   ＯＪＴ訓練時間計 340  
 

Ｏ
ｆｆ -

 Ｊ
Ｔ

 

教 科 名 教 科 の 内 容 訓練時間  

 

協
会
（
座
学
） 

鍛造基礎講座 

鍛造の概要（歴史、長所・短所、分

類、鍛造加工、用途、材料等）、業

界の現状 

30 
 

 
鍛造技術・技能講座 

鍛造材料に要求される特性、生産

設備・機械、鍛造作業と加工法、

鍛造(品)の欠陥と加工限界 

30 
 

 
鍛造関連知識、技術講座 

熱処理、検査、金型設計・製作、生

産管理、品質管理、設備管理、環

境と法規、安全衛生、製図・図面 

30 
 

  協会（座学）計 90  

 Ｏｆｆ－ＪＴ訓練時間計 90  

 総訓練時間 430  

  
  

 

教育訓練カリキュラム 

添付書類の「② 実習併用職業

訓練に係る教育訓練の教育課

程又は職業訓練の訓練課程の

内容が確認できる書類」に相当

するものです。 

実践型人材養成システムの内容 

・ＯＪＴとＯｆｆ－ＪＴは分けて記載

します。 

・ＯＪＴに関しては、別紙「能力

ユニット及び職務遂行のため

の基準項目一覧」より各社の

業務形態に合わせて職業内

容を選択し、訓練時間を設定

します。 
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図５ 実施計画認定申請書の添付書類作成例（３）「訓練計画予定表」 

       別添２  

 訓 練 計 画 予 定 表  

   
  

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 備   考  

 

O
J
T
 

実習ガイダンス 

 

10 10           
９月の最終週に職業

能力の評価を行う。 
 

 安全衛生実習 10 5 3 2        

 環境保全実習 10 5 5          

 鍛造作業実習 110 8 10 20 25 25 22  

 仕上げ作業実習 100   10 15 25 25 25  

 検査作業実習 100   10 20 14 28 28  

 

Ｏ
ｆｆ－

Ｊ
Ｔ

 

鍛造基礎講座 30   10 20       
   

 

 

 

社団法人 

日本鍛造協会 

実施 

 

 
鍛造技能・技術

講座 
30       20 10    

 鍛造関連技術 30         10 20  

 訓練時間 430 28 48 77 84 98 95  

                      

訓練計画予定表 

「２－３ 訓練の計画の策定」で

決定した職務又は教科ごとの

実施時期、職業能力の評価の

時期等を記載します。 

訓練計画予定表の例 

・この例では月ごとの実施予定

を表しています。実施時期が

分かるものであれば日、週、

又は期などでも結構です。  

・この例では、実施予定月を網

掛けで示しています。 
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３．訓練の実施 

 

本制度における職場でのＯＪＴの実施は、個々の事業所や職場の人材育成にかかる環

境・条件を前提に行うもので、この意味で「ねばならない」というかたちで一律に規定

できるものではありません。 

しかしながら、これから取り組むＯＪＴが、個々の事業分野にとって必要な人材の長

期的な育成の一環であると同時に、訓練参加者個人にとっても生涯の生活を支える職業

能力を築くための機会でもあることを共通の認識としたいものです。このために、ＯＪ

Ｔ実施に関する以下の事項は、長期的視野に基づく育成のための基本事項として理解し、

個々の事情に合わせて実施方法を組み立ててください。 
 

３－１．ＯＪＴのための指導体制 

 

ＯＪＴは、指導責任者及び指導担当者がもつ意図、意欲、能力等によってその効果が

大きく変わる可能性があります。本制度の趣旨によるＯＪＴを効果的かつ円滑に進める

ためには、職場の熟練者を指導担当者として一人にすべてを任せるより、組織だった指

導の体制が望まれます。特に、近年最小限の人員で業務を行っていることから、訓練参

加者の育成を複数で分担して行わざるを得ない例も見られます。このような場合には、

指導担当者と評価担当者を分離して、客観性を高めるとともに各人の負担を軽減するこ

とも考えられます。 

図６は、職場のＯＪＴを関係者により組織的に運営する指導・評価体制のモデルです。

事業所内の教育訓練担当部門の担当者は、専任でない場合でも、本制度に関わる外部の

協力機関（Ｏｆｆ－ＪＴのための機関など）との訓練運営に関する連携・調整の窓口と

して役割を担います。また、評価結果の公正性を高めるために、評価責任者をこの部門

から出すことも考えられます。 

なお、教育訓練のための専門の担当部門を置かない事業所では、総務部門又は人事部

門が上記の教育訓練担当部門の役割を担います。ＯＪＴの具体的な計画や運営に関して

は、訓練参加者の配属先部門（ライン）が主導権をもって進めます。そのためのキーパ

ーソンが指導責任者です。一般に、配属先の管理・監督者が指導責任者を務めることに

なります。指導責任者による訓練管理の下に、訓練参加者に対する直接の指導を担当す

る指導担当者の役割も重要になります。 

専任の指導担当者を置かない場合、指導責任者である管理・監督者がその役割を兼ね

ることもあります。このような場合、行き届いた訓練を進めるために、指導担当者の補

助者として、訓練参加者の世話をする助言者的な役割（メンターあるいはチューター）

を職場の中から指名してもよいでしょう。 
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図６ ＯＪＴのための指導体制 

 

３－２．指導環境の整備 

 

長期的育成を念頭において系統的なＯＪＴを実施するためには、各事業所で下記のよ

うな指導環境を整備することが望まれます。 

 

（１）育成・指導方針 

ＯＪＴの関係者間で訓練参加者の育成・指導に関する長期的視野に立った共通の考え

方が無い場合には、訓練参加者自身が混乱し、ＯＪＴの進行を妨げることにもなります。

このために、関係者で育成・指導の方針について十分に話し合い、意思統一を図る必要

があります。 

 

（２）課題（作業）の選定・構成 ～体系的に計画的に～ 

訓練参加者に割り当てるＯＪＴのための課題（作業）は、場当たり的ではなく、上記

の育成・指導方針を踏まえて、体系的に計画的に割り当てます。このためには、訓練参

加者が配置される職場の仕事（職務）について、「指導する」（又は「覚える」）こと

を目的として項目と順序を検討します。 

項目は、一定のまとまりをもった仕事の単位という観点で洗い出します。それらは、

単純な仕事・複雑な仕事、易しい仕事・難しい仕事、日常的な仕事・たまにしかない仕

事、等々さまざまに異なることが普通です。 

単純な仕事、易しい仕事は、それ自体で訓練参加者に割り当てるＯＪＴの「課題」と

なりますが、複雑な仕事、難しい仕事は分割し、部分ごとにステップ・バイ・ステップ

で割り当てるよう計画します。 
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また、習熟機会の多いつまり頻度の高い仕事ほど先に割り当てることによる効果も配

慮します。まとめると、課題（作業）の割り当て順序は、「単純から複雑へ」、「易か

ら難へ」、「高い頻度から低い頻度へ」を原則とします。 

 

 

 
 

 

 

 

図７ ＯＪＴ課題の構成 

 

（３） 課題と指導のサイクル ～指導責任者の任務～ 

ＯＪＴの最大の特徴は、個別的な育成・指導が可能であることです。訓練参加者個々

の習得状況を把握し、当初計画した「割り当てる課題（仕事）」の大きさ・タイミング

等に修正を加えながら進めることはむしろ必要なことです。指導責任者は、訓練参加者

個々のＯＪＴの全体計画のほか、進行途中の計画修正、課題（仕事）の割り当てが主要

な任務となります。 

課題の割り当ての際には、訓練参加者に課題における習得の意義（仕事全体における

位置付け等）や目標について説明し理解させて動機付けを行います。課題の割り当てと

その指導の手順は、概ね次のとおりです。 

①  課題を割り当てる際には、訓練参加者の前課題の経過や結果から次課題を割り当

てるための準備状況を判断し、次課題について訓練参加者個別の計画を立てます。 

②  計画にしたがって割り当てる課題についてその仕方を教え、これを仕事に適用さ

せて時間をかけて習熟を高めます。 

③  習熟状況（正確さ・速さ等）について、定期的なフォローアップ（事後援助）を

行います。 

④  課題に関するフォローアップをもとに、訓練参加者の次の活動（現行課題を継

続・修正する、又は次課題に進む）を決定します。 

 

 

ＯＪＴ課題（仕事）の割当・構成  

・単純から複雑へ 

・易から難へ  

・頻度：高から低へ 
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この①～④のプロセスは、ＯＪＴ課題における指導を進める上でのＰ－Ｄ－Ｃ－Ａ

（Plan－Do－Check－Action）のサイクルに相当します。このサイクルで各課題が構成

されてこそ、計画的・体系的なＯＪＴといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ ＯＪＴ課題における指導の進め方 

 

（４）課題割り当て時の仕事の教え方 ～指導担当者の任務～ 

課題を割り当てる際の仕事の教え方は、「単に仕事ができる」ことが目標ではなく、

訓練参加者が「安全で、正確で、能率のよい仕事が継続してできる」ことを目指すもの

です。このような仕事の教え方こそ、まさに指導担当者が果たすべき役割です。 

指導担当者としての教え方は、図８に示す「４段階」といわれるプロセスを原則とし

ます。 

第１段階は、「準備・導入」として、訓練参加者が新たな仕事を学ぶための動機付け

や集中を高める過程です。指導担当者は訓練参加者が学習に入るための準備（物理的・

精神的）を整えます。 
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第２段階は、「提示」の段階として、指導担当者は模範を実演して示すとともに安全・

正確・能率の諸点に適った手順や作業（操作）の急所を説明します。これに対し、訓練

参加者は実演で示された作業を記憶し、手順や急所を理解することに務めます。 

いかに分かりやすく見せ・説明するかが、指導担当者の技量です。次の段階に進む前に、

訓練参加者の理解の程度を確認するために再生（手順を追って要点を言わせる）や具体

的な質問をすることが必要です。 

第３段階は、「試行・練習」の段階として、訓練参加者が前段階の「提示」でつかん

だ仕事の方法を試す過程です。訓練参加者の活動が中心になる過程ともいえます。仕事

の内容・性質によっては試行を「練習」に替えて、指導担当者が設定した水準に達する

まで繰り返すことも行います。練習では、指導担当者による途中の随所での形成的評価3

が必要です。 

最後の第４段階は、教えたことの効果の「確認・強化」のための過程となります。習

得度をチェックし、その結果を訓練参加者にフィードバックさせ、仕事の習得・理解に

役立たせます。 

 

３－３．訓練実施状況の管理  

 

指導者は、訓練日誌（図１０訓練日誌の例参照）によりＯＪＴの実施状況を記録する

とともに、習得状況の把握に役立てます。課題の段階ごとに、到達目標とのチェックを

行い、習得状況確認票等に記録します。  

なお、到達目標とのチェック

の結果は、訓練参加者にもその都

度分かりやすく説明し、到達度を

確認させます。 

また、必要に応じて、訓練参

加者のメンタルな側面も記録に

留めておくとよいでしょう。ＯＪ

Ｔの実施状況は、指導担当者のみ

が把握していれば十分というものでもなく、ＯＪＴ関係者の中で共有する必要がありま

す。ＯＪＴ関係者のみならず訓練参加者本人も状況を確認するために、図９に示すよう

な達成表4を職場に掲示するといった方法をとることもよいでしょう。 

 

3 
形成的評価 : 指導の途上で指導の軌道修正をしたり、確認したりするために行う評価 

4 
達成表 ： それぞれの作業において、訓練参加者がどの程度達成したか一目で判るようにした表です。ここでは、どのくらい達成でき

たかを色別で塗りつぶすような事例を紹介している。図中の番号は、到達項目及び項目数を示す。例えば「１．切削条件を求めるこ

とができる。」、「２．加工工程を組むことができる。」など。 

職務又は教科名 ＮＣ旋盤加工作業 

・・・（略）・・・ 

 

生産計画 

作業名 加工準備 外形加工 手順(工程) 

計画作成 

到達項目 1 ・・・ 10 1 ・・・ 9 1 2 

氏名 ○○ ○○         

氏名 △△ △△         

・・・         

※ A：できる＝青   、B：だいたいできる＝黄   、C：追指導を要する＝赤    

図９ 達成表の例 
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図１０ 訓練日誌の例 

 

訓練日誌(例) 

 ＯＪＴ実施日 平成    年    月    日（  ）     時  ～     時  

 
従事した仕事 

   

 

訓練参加者の考察・感想 

 

 

担当者 

署名 
 

 

 ＯＪＴ実施日 平成    年    月    日（  ）     時  ～     時  

 従事した仕事    

 

訓練参加者の考察・感想 

 

 

担当者 

署名 
 

 

 ＯＪＴ実施日 平成    年    月    日（  ）     時  ～     時  

 
従事した仕事 

   

 

訓練参加者の考察・感想 

 

 

担当者 

署名 
 

 

 ＯＪＴ実施日 平成    年    月    日（  ）     時  ～     時  

 
従事した仕事 

   

 訓練参加者の考察・感想 

 

 

担当者 

署名 
 

 

 ＯＪＴ実施日 平成    年    月    日（  ）     時  ～     時  

 従事した仕事 
  

 

 訓練参加者の考察・感想 

 

 

担当者 

署名 
 

 

 担当者助言等  

記載日平成  年  月  日 

 

 

     

・ＯＪＴ実施日ごとに、その日

に行った仕事の内容及び考

察・感想等を訓練参加者に

記載させます。 

・指導担当者は、訓練参加者

の記載内容を確認するととも

に、必要に応じて助言等を記

入します。 
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３－４．訓練における指導の進め方  

 

（１）指導者としての役割  

指導担当者のみが訓練参加者の指導を担うのではなく、職場グループが協力して育て

るという認識が大切です。そうした職場指導体制のリーダーを担うのが指導責任者であ

り、一般に訓練参加者のライン管理者が兼ねます。指導責任者を中心として、まずはＯ

ＪＴの計画を立案する役割を担います。計画の立案のために、ＯＪＴ課題の難易度、順

序・組合せ等を決定する分析が必要になります。詳細な分析を行う場合には、作業分析、

職務分析等の方法を適用します。  

指導責任者は、計画に従って訓練参加者に課題（仕事）を割り当てます。割り当てた

課題の仕事について、指導担当者（直接の指導担当者）は、課題の意義を理解させ、仕

事の模範を実演し、説明して、やらせて、評価する仕事の教授者としての役割がありま

す。  

また、指導者による指導は、仕事の技術・技能といったテクニカルな面に留まらず、

仕事の態度・姿勢の涵養にも及びます。このために、訓練参加者とのコミュニケーショ

ンを密にし、相互理解、信頼関係の確立に努める必要があります。  

したがって、指導者は当該職場の仕事における価値観や倫理観を分かりやすく伝える

とともに、自身がそれを体現する存在であることを意識して訓練参加者に接することも

大切です。以上の指導者の役割をまとめると、次のような事柄になります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）導入時の指導  

ＯＪＴの全期間を通じて必要となる、訓練参加者としての自覚（心構え・意識等）

を形成することに重点を置き、社会や職場での規律・マナーを身に付けるよう指導し

ます。また、当該職場におけるすべてのＯＪＴ課題（仕事）に共通的に必要となる仕

事の態度・姿勢（例えば、安全、品質、コスト、責任感、チームワーク、創意工夫、

等々の意識）の形成も導入時の指導内容です。  

 

・ ＯＪＴの計画と課題（仕事）の割り当て  

・ ＯＪＴ課題の分析（作業分析、職務分析等）  

・ ＯＪＴ課題の教授（実演、説明、評価）  

・ 訓練参加者のモチベーションへの関与  

・ 訓練参加者の仕事への適用に関する観察とフォローアップ（ミスの指摘、習

熟度評価等）  

・ ＯＪＴの進捗・達成、その他に関する記録  
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（３）ＯＪＴの実施 

ＯＪＴ課題の割り当ての都度、最終的な到達目標に照らした課題の位置付けと課題の

到達目標について訓練参加者に理解させます。また、課題ごとに当該課題の遂行に必要

な仕事の正しい方法を教え、実際の仕事に適用できる水準に達するまで練習させます。 

教えた仕事が適用水準に達したならば、実際の仕事に適用させて時間をかけてその習熟

度（正確さ、速さ等）を高めます。  

「適用」とは端的に言えば「任せる」ことでもありますが、全面的な任せ方もあれば

部分的な任せ方（部分代行）もあります。任せ方の程度は、仕事の内容（重要度）や訓

練参加者の準備状況によって決定します。「適用」の段階では、定期的にフォローアッ

プし、習熟状況について訓練参加者に説明します。  

訓練参加者が行き詰まっている場合には、補足的課題を与えるなどの指導方法の工夫

も必要になります。各課題（仕事）の習熟を目指す「適用」の段階では、指導者が常に

観察しているとは限らないので、訓練参加者がミスした場合には、速やかに報告させる

ことを徹底します。報告されたミスの原因・経緯については、訓練参加者と一緒に考え、

ミス防止の対策を気付かせます。 

  

３－５．安全衛生  

 

訓練の過程とは言え、「無知」や「不慣れ」を原因とする災害が絶対にあってはなり

ません。訓練参加者を災害から守るためのポイントは２つです。第一は訓練参加者に対

する安全教育、第二は訓練中の行き届いた安全管理・監督です。ＯＪＴに先立って、新

任者に対するのと同様の安全教育を行い、安全規則を徹底させます。さらに、ＯＪＴの

課題（仕事）を割り当てる都度、課題の説明とともにその作業にかかる安全の要点を説

明し災害防止に努めます。訓練参加者には、課題実施中の安全のために「何をすべきか」、

「何をしてはいけないか」を教えるだけでなく、同時に「なぜそうしなければならない

か」、「なぜそうしてはならないか」という理由を理解させます。  

訓練中の安全管理として、施設設備や作業方法などを定期的に点検し、災害発生の潜

在的な原因を除去することが大切です。また、訓練参加者の不安全行為を見つけた際に

は、決して見逃さず妥協することなく、直ちに注意しその理由を説明して理解させます。  

 

３－６．訓練参加者の理解  

 

訓練日誌の仕組みを取り入れることにより、訓練参加者にとっては習得経過をまとめ

る機会となりますが、指導者にとっては訓練参加者（とくに内面）を理解する機会とな

ります。  
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また、日誌へのコメントを通じて、指導者は訓練参加者とのコミュニケーションを密

にする機会ともなります。訓練日誌の提出間隔は、毎日、隔日、週１回など想定できま

すが、ＯＪＴの初期ほど頻繁である方がよいでしょう。  

指導者は、訓練参加者とのコミュニケーションを密にすることに務め、訓練参加者が

考えや悩みを自由に言える雰囲気づくりを心掛けたいものです。職場での生活のほか生

活全般についての相談相手として、訓練参加者と同じラインの中で比較的年齢が近い者

を指名して指導の補助者（チューター、メンター）とすることもよいでしょう。 

 

３－７．訓練の改善 

 

各課題（仕事）の習熟を目指す「適用」期間では、定期的なフォローアップを行い、

習熟状況を確認します。フォローアップでは、仕事に関する技術・技能面の習熟程度は

作業の観察や結果（製品）を通して比較的容易に評価できますが、態度面については訓

練参加者周辺の従業員による日常的な協力が欠かせません。  

フォローアップの結果、習熟状況が想定した目標より思わしくない場合には、原因を究

明し改善策を検討し、適用の方法を変更することも必要です。例えば、熟練者のアシス

タントとして手伝わせる、課題を分割して、その分割した部分をステップ・バイ・ステ

ップで担当させるなどの工夫を取り入れます。 

 

４．職業能力評価担当者との連携  

 

以下は指導に専任される方向けの記述になります。  

 

 

４－１．日常業務  

 

評価担当者と指導担当者は通常同じ職場で訓練参加者に接することになります。それ

ぞれの立場で訓練参加者が訓練目標を達成できるよう協力してください。特に、訓練参

加者が課題(作業)をなかなか解決できない場合などにおいて指導担当者は助言を行い

ますが、評価担当者の視点から指導の在り方についての意見を踏まえて行うことが重要

です。また、仮に訓練参加者が問題行動を起こした場合などにおいて指導者が適切な指

示を与えていたかどうか、という点は最終的な評価に加味する必要がありますので、も

し指導上の問題があれば指導担当者は評価担当者からフィードバックしてもらいます。 
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４－２．評価シート作成時 

  

（１）中間評価  

指導担当者は評価担当者の求めに応じ各評価項目に関する状況ついて適宜情報提供

します。未達成の項目については、終了後評価に向けて基準をクリアできるよう、どの

ような指導を行うべきか、訓練カリキュラムの見直し、補講の必要性等について議論を

行ったうえで、指導責任者に必要な提言を行い、その後の指導やカリキュラム等に反映

していきます。  

 

（２）最終評価  

指導担当者は評価担当者に各評価項目に関する状況にくわえて、訓練参加者への今後

の期待、課題への対象方策等についても情報提供します。  

苦情対応を念頭に置けば、評価担当者は特に未達成の項目について、指導担当者の意

見をも踏まえつつ、指導が適切であったかどうかなど十分な検討が必要です。 


